
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「
福
島
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
」
制
定
に
伴
い
、
本
年
四
月
一

日
か
ら
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

 

福
島
市
職
労
は
、
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
自
治
労
共
済
制
度
を
組
合
員
の
皆
様
に
ご
周
知
し
ま
す

の
で
、
通
勤
や
ご
家
族
の
通
学
等
で
自
転
車
を
利
用
す
る
方
は
、
ご
検
討
を
お
願
い
し
ま
す
。 
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自治労共済による対応方法について  

 

１ 対応する制度 

制 度 名 特 約 名 摘   要 

① じちろうマイカー共済 自転車賠償責任補償特約  

② 住まいる共済 個人賠償責任共済  

③ 改正後の団体生命共済 個人賠償責任共済 2022 年 10 月発効 

 

 ２ 特約の概要 

区  分 ① 自転車賠償責任補償特約 
個人賠償責任共済 

② 住まいる共済 ③ 団体生命共済 

月額掛金 80 円 200 円 

支払事由 

自転車の事故により、法律上の

損害賠償責任を負った場合 

日本国内において、次の（１）（２）によ

り、他人を死傷させたり、他人の物を壊し

たりしたことで、被共済者が法律上の損害

賠償責任を負った場合（注２） 

（１）日常生活における偶然な事故 

（２）主たる被共済者が居住する住宅の所

有・使用・管理に起因する偶然の事故 

支払限度額 １億円 ３億円 

その他 

・示談交渉サービス付 

・家族（注１）が複数台所有して

いても補償 

・示談交渉サービス付 

・対人臨時費用 

 〇死亡させたとき 10 万円 

 〇10 日以上の入院をさせたとき２万円 

 〇対人事故 3,000 円 

（注１） 主たる被共済者とその配偶者、同居の親族、別居の未婚の子 

（注２） 一契約で、同居で同一生計の家族が賠償責任を負った場合も保証される 

※県条例に関する詳細については福島県ホームページ等をご参照ください 

 

                     【問い合せ 組合事務局 内線６２９１】 


